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西尾市行政改革 第２次実行計画（第１７号） 

 

平成１２年９月４日決定 

 

 

１ 現況と課題 

  社会経済情勢の変化、市民の価値観の多様化に伴い、市が担うべき事務事

業は増大している。しかし、厳しい財政状況から職員増は困難な状況であり、

民間で実施できるものは、民間に任すことが適当である。 

また、ＰＦＩ
＊

の導入等によって、委託料予算は、今後、ますます増加する
ことが予想される。 
 
＊ ＰＦＩとは、Private Finance Initiative の略で、公共施設等の建設、維持管理、運

営等を民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、行政が直接実施する

よりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供することができる手法。 

  

(1) 委託料の額 

平成 12 年度一般会計当初予算における委託料は、508 件、22 億 5,100 万

円余であり全体の 7.5％を占めている。 

 

(2) 委託業務の内容 

委託業務の内容はさまざまであり、その分野は複雑多岐にわたっている。

その中で、各課類似のものとして施設管理委託業務があり、平成 12 年度予

算額では、212 件、580,994 千円で委託料予算額の 25.8％、件数では41.7％

である。 

 

ア 契約の相手方による分類 

 

 

 

 

 

 
 

区   分 契 約 の 相 手 方 

公   共 

① 国（公社及び公団を含む）又は他の地方公共団体 

② 国又は地方公共団体が出資する営利を目的としない

公共的団体又は文化、産業、医療等の公共的な活動を

営む団体等（別表に掲げる公共的団体及びこれに準ず

る団体） 

民 間 等 「公共」以外のもの 

委託料の見直しについて 
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１ 競争原理の導入により、委託契約コストの削減に努める。 

２ 委託契約プロセスの効率化、透明性の確保に努める。 

イ 業務内容による分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施設管理委託料の調査 

西尾市契約規則では、予定価格 50 万円以上のものについては入札により

契約を締結することとなっているが、調査の結果、現在、施設管理業務に

おいて入札を行っているのは数件であり、ほとんどが随意契約により毎年

同一業者と契約している。 

これは、年度当初に多くの契約を締結しなければならない事務処理上の

理由と、慣れた業者であれば間違いはないだろうとする前例主義のためと

思われる。今、前例主義に陥ることなく、より適正な手続き、価格により 

契約を締結する必要がある。 

 

２ 基本方針 

 

区分 業  務  内  容 

工
事
関
係
委
託 

・測量業務     ・物件調査 

・設計業務     ・造園関係委託 

・工事施工管理   ・地質調査      

・その他工事に関連する業務 

工
事
関
係
外
委
託 

・施設管理 

建物及び付属設備の管理、清掃（一般清掃、廃棄物処理、 

害虫駆除等）、警備（機械警備、巡回警備等） 

・事務委託（各種大会、健康診断、オペレーター等） 

・運送（バス等運転業務、物品輸送等） 

・会場設営 

・相談業務                   

・その他工事関係以外の業務 
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３ 今後の方針 

  この見直しについては、「工事関係外委託」を対象とし、「工事関係委託」

については従前どおりとする。 

 

(1) 施設管理委託業務 

ア 予定価格が 50 万円超のものは、競争入札とする。 

イ 予定価格が 50 万円超のもので随意契約を行う場合は、その理由を明記

すること。 

ウ 随意契約を行う場合は、競争原理が働くように見積書を徴すること。 

エ 契約の相手方が「公共」であり、競争性がなく､随意契約理由が明らか

である場合は、前 3項の基準は適用しない。 

 

(2) その他の委託業務 

施設管理委託業務に準じ、競争原理の導入によりコストの削減を図る。 

 

(3) 都市施設管理協会等への業務委託 

都市施設管理協会等への業務委託については、市の委託業務の契約状況

を考慮し、契約単価を毎年度見直しすることとする。 

また、都市施設管理協会等が業務委託する場合、市と同様の手続きで契

約を締結するように指導する。 

 

(4) 入札手続き 

 競争入札を実施する場合、契約担当部局で全ての入札事務を実施すべき

である。 

これにより、業務発注担当と業者選定担当が分離され、行政の透明性が

確保されるとともに、契約額が下がることが期待される。 

 

(5) その他 

ア 競争入札を実施する場合、詳細な仕様書が必要となるため、仕様書作

成等の契約事務に関する研修を実施する必要がある。 

イ 年度当初に入札で委託業者を決定することは事務的に困難であるため、

４月から業者決定までの間は､随意契約によることができる。 

 

４ 実施時期   平成１３年度 
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別 表   公共的団体及びこれに準ずる団体 

 

１ 社会教育関係団体          ６ その他の団体等 

  西尾市子ども会育成連絡協議会      町内会 

  西尾市体育協会             ＮＰＯ・ボランティア団体 

  小学校区社会教育推進委員会       西尾市都市施設管理協会 

  西尾文化協会              西尾市文化会館サービス組合 

  市が委嘱する補導員、指導員、      西尾市職員互助会 

  委員など                愛知県公共嘱託登記土地家 

                      屋調査士協会 

２ 社会福祉関係団体            愛知県公共嘱託登記司法書 

  西尾市社会福祉協議会          士協会 

  西尾市シルバー人材センター       浄化槽清掃許可業者 

  西尾市身体障害者福祉協会        中部電気保安協会 

  西尾市老人クラブ連合会         愛知県宅地建物取引業協会 

  地区老人クラブ             弁護士 

 西尾市民生委員児童委員協議会など    中小企業診断士など 

 

３ 学校教育関係団体 

  西尾市小中学校校長会 

  西尾市小中学校教頭会など 

 

４ 厚生・医療関係団体 

  西尾幡豆医師会 

  西尾市歯科医師会 

  西尾幡豆薬剤師会など 

 

５ 産業経済団体等 

  西尾市観光協会 

  西尾土地改良区 

  西三河農業協同組合 

  西尾商工会議所 

  商店街発展会 

  消費者グループなど 

 

   


